
【事例の詳細】
�糖尿病治療のために通院している６０歳代の患者に、定期処方の糖尿病治療薬とともにテネリア
錠２０ｍｇ　１回１錠１日３回が処方された。テネリア錠２０ｍｇの用法・用量は１回２０ｍｇ
１日１回であることから、医療機関の薬剤部を通して疑義照会を行ったところ、テネリア錠
２０ｍｇ　１回１錠１日１回朝食後へ用法・用量を変更すると回答があった。薬剤を交付す
る際、患者から、肩こりがあるため薬剤の処方を希望していたことを聴取した。患者の症状か
ら処方薬はテルネリン錠１ｍｇの可能性があると考え、再度、疑義照会を行った結果、テルネ
リン錠１ｍｇ　１回１錠１日３回へ変更になった。

【推定される要因】
医師が処方する際、名称が類似した薬剤を間違えて入力したと推測される。また、疑義照会に
関する問い合わせを受けた医療機関の薬剤師は、他にも糖尿病治療薬が処方されていたため、
テネリア錠２０ｍｇの用法・用量間違いであると思い込み、処方医へ問い合わせを行った可能性
がある。

【薬局での取り組み】
患者から聴取した情報と処方内容に齟齬がないかを確認する。
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販売名 テネリア錠２０ｍｇ／４０ｍｇ テルネリン錠１ｍｇ

有効成分 テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 チザニジン塩酸塩

薬効分類名
選択的ＤＰＰ－４阻害剤
－２型糖尿病治療剤－

筋緊張緩和剤

通常の
用法および用量

テネリグリプチンとして２０ｍｇを
１日１回

筋緊張状態の改善の場合
チザニジンとして３ｍｇ（３錠）を
１日３回に分ける

そ の 他 の
情 報

●�２０２１年６月に製薬企業から「テネリアⓇとテルネリンⓇ販売名類似による取り違え注意のお願い」が
発信された。

　https://www.pmda.go.jp/files/000240340.pdf　 
●�糖尿病治療薬のテネリア錠２０ｍｇ／４０ｍｇはハイリスク薬であり、誤った使用により患者に重大な健康
被害を引き起こす恐れがあるため、調剤を行う際は特に注意が必要である。処方された薬剤の用法・用量
の確認だけではなく、患者の薬剤服用歴や現病歴・既往歴、その他必要に応じて聴取した情報等をもとに
処方の妥当性を検討することが重要である。
●�本事例では疑義照会を２回行っているが、処方内容に疑問が生じた際に、患者から診察時の医師とのやり
取りなどの必要な情報を収集し薬学的知見に基づき考察していたら、１回の疑義照会で適切な回答を得ら
れた可能性がある。調剤では、処方箋を受け付けた際に患者から症状や薬学的考察に必要な情報を収集し、
そのうえで処方監査を行うことが重要である。この一連の流れを業務手順に定め、１つ１つの手順の意義
を理解したうえで遵守することは必須である。
●�本事業には、調剤時にテネリア錠２０ｍｇとテルネリン錠１ｍｇを取り違えたヒヤリ・ハット事例も報告
されており、調剤する際の薬剤取り違えにも注意が必要である。
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※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全
を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証するものではあり
ません。※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者
に義務や責任を課す目的で作成されたものではありません。※この情
報の作成にあたり、薬局から報告された事例の内容等について、読み
やすくするため文章の一部を修正することがあります。そのため、「事
例検索」で閲覧できる事例の内容等と表現が異なる場合があります
のでご注意ください。
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